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監 査 公 表 第 ７ 号

地 方 自 治 法 （ 昭 和 22年 法 律 第 67号 ） 第 199条 第 ９ 項 の 規 定 に よ

り 、 高 知 県 知 事 等 宛 て 報 告 を 行 っ た と こ ろ 、 高 知 県 知 事 等 か ら 措

置 結 果 に つ い て 通 知 が あ っ た の で 、 同 条 第 14項 の 規 定 に よ り 、 次

の と お り 公 表 す る 。

令 和 ３ 年 ８ 月 ３ 日

高 知 県 監 査 委 員

３ 高 行 管 第 122 号

令 和 ３ 年 ６ 月 30 日

高 知 県 監 査 委 員 様

高 知 県 知 事

令 和 ２ 年 度 行 政 監 査 結 果 に 対 す る 措 置 に つ い て （ 通 知 ）

令 和 ３ 年 ３ 月 26 日 付 け ２ 高 監 報 第 16 号 で 報 告 の あ り ま し た 、

令 和 ２ 年 度 行 政 監 査 結 果 に 対 し て は 、 下 記 の と お り 措 置 を 講 じ ま

し た 。

記

１ 監 査 委 員 の 意 見

入 札 保 証 金 及 び 契 約 保 証 金 に 関 す る 事 務 の う ち 特 に 免 除 事 務

に つ い て は 、 監 査 し た 範 囲 に お い て 法 令 に 適 合 し て 正 確 に 行 わ

れ て い る と は 認 め ら れ な い の で 、 改 善 が 必 要 で あ る 。

各 機 関 に お い て は 、 法 令 に 沿 っ て 適 切 な 徴 収 、 免 除 及 び 返 還

事 務 が 行 わ れ る よ う 、 職 員 に 周 知 徹 底 す る と と も に 、 特 に 管 理

職 員 は 十 分 に 注 意 し て 決 裁 等 の 事 務 を 行 わ れ た い 。

保 証 金 免 除 に お い て は 、 入 札 参 加 資 格 者 名 簿 へ の 登 録 を も っ

て 免 除 要 件 と し て い た 不 適 切 な 事 例 が 多 く 見 ら れ た 。 会 計 管 理

課 に お い て は 、 入 札 参 加 資 格 者 名 簿 へ の 登 録 を も っ て 、 保 証 金

免 除 の 根 拠 と は な ら な い 旨 を 、 全 庁 に 周 知 徹 底 さ れ た い 。

免 除 要 件 で あ る 契 約 実 績 の 確 認 に つ い て は 、 実 際 に 確 認 し た

か ど う か 書 面 上 で は 検 証 が で き な い も の が 多 数 あ り 、 さ ら に は

同 一 の 機 関 の 中 で も 事 業 ご と に 確 認 方 法 や 書 類 の 添 付 状 況 が 異

な る 事 例 が 散 見 さ れ た 。

好 事 例 の 一 つ と し て 紹 介 す る が 、 公 園 下 水 道 課 の 「 高 知 県 流

域 下 水 道 公 営 企 業 会 計 シ ス テ ム 構 築 ・ 運 用 保 守 委 託 業 務 」 に つ

い て は 、 一 般 競 争 入 札 の 公 告 時 に 契 約 実 績 に 関 す る 書 類 の 様 式

も 定 め て 提 示 し て い た た め 、 入 札 参 加 者 の 契 約 実 績 を 容 易 に 確

認 す る こ と が で き る よ う に な っ て い た 。

今 回 の 監 査 を 行 う 過 程 で 、 他 県 の 動 向 に つ い て も 知 る 機 会 が

あ っ た が 、 和 歌 山 県 に お い て も 、 公 園 下 水 道 課 の よ う に 所 属 で

独 自 に 様 式 を 定 め 入 札 参 加 者 の 契 約 実 績 の 確 認 を し て い た 。

ま た 、 宮 城 県 に お い て は 、 契 約 担 当 課 が 入 札 保 証 金 及 び 契 約

保 証 金 の 免 除 申 請 書 を 定 め て 、 全 庁 で 活 用 し て い た 。



こ の よ う に 様 式 を 定 め る こ と は 、 事 務 処 理 の 正 確 性 や 効 率 性

に 資 す る も の で あ り 、 会 計 管 理 課 及 び 各 機 関 に お い て は 、 事 務

の 改 善 の 参 考 と さ れ た い 。

ま た 、 総 務 事 務 セ ン タ ー 及 び 管 財 課 に お い て は 、 作 成 し て い

る 入 札 参 加 資 格 者 名 簿 に 過 去 の 国 及 び 地 方 公 共 団 体 と の 契 約 実

績 を 付 加 し て 記 載 し 、 庁 内 各 機 関 が 随 時 閲 覧 す る こ と が で き る

よ う に す る こ と 等 も 検 討 さ れ た い 。

契 約 保 証 金 の 免 除 に つ い て は 、 免 除 事 務 の 監 査 結 果 で 述 べ た

よ う に 、 高 知 県 契 約 規 則 （ 昭 和 39 年 高 知 県 規 則 第 12 号 。 以 下

「 規 則 」 と い う 。 ） 第 40 条 第 ２ 号 の 「 そ の 他 こ れ に 類 す る 場

合 」 に つ い て も 、 即 納 に よ り 瞬 時 に 債 務 が 消 滅 す る 契 約 を 想 定

し て い る と 考 え ら れ る 。 「 そ の 他 こ れ に 類 す る 場 合 」 と し て 、

債 務 が 瞬 時 に 消 滅 し な い 契 約 を 適 用 し 免 除 し て い た ４ 件 （ う ち

１ 件 は 議 会 事 務 局 ） の 契 約 に つ い て は 、 今 回 監 査 し た 他 機 関 の

免 除 規 定 の 適 用 状 況 等 か ら 見 て も 、 規 則 第 40 条 第 ６ 号 に よ る

免 除 の 検 討 を す る こ と が 望 ま し い と 考 え る 。

各 機 関 に お い て は 、 規 則 第 40 条 第 ２ 号 は 慎 重 に 適 用 さ れ た

い 。

２ 措 置 の 内 容

入 札 保 証 金 は 、 落 札 者 が 万 一 契 約 を 締 結 し な い 場 合 、 県 の 被

る 損 害 を 補 填 す る と と も に 、 落 札 者 の 義 務 の 履 行 を 担 保 す る 効

果 を 持 つ も の で あ り 、 規 則 第 10 条 に 規 定 す る 入 札 保 証 金 の 納

付 の 免 除 に 該 当 し な い 場 合 は 、 入 札 参 加 者 は 入 札 ま で に 納 付 す

る 必 要 が あ り ま す 。 こ の た め 、 高 知 県 会 計 規 則 （ 平 成 ４ 年 高 知

県 規 則 第 ２ 号 ） 第 69 条 に お い て は 、 入 札 当 日 の 入 札 保 証 金 の

納 付 又 は 還 付 の 取 扱 い に つ い て 定 め て い ま す 。

ま た 、 契 約 保 証 金 は 、 契 約 の 完 全 な 履 行 を 確 保 し 、 債 務 不 履

行 の 場 合 に お け る 損 害 を 賠 償 さ せ る た め に 、 契 約 の 相 手 方 か ら

納 付 さ せ る 保 証 金 で あ り 、 規 則 第 40 条 に 規 定 す る 契 約 保 証 金

の 免 除 に 該 当 し な い 場 合 は 、 契 約 者 は 契 約 締 結 ま で に 納 付 す る

必 要 が あ り ま す 。

こ う し た 中 、 契 約 を 担 当 す る 所 属 で は 、 入 札 や 契 約 の 前 に 、

規 則 第 10 条 又 は 第 40 条 を 確 認 し 、 保 証 金 の 免 除 の 可 否 を 判 断

す る 必 要 が あ る と と も に 、 そ の 判 断 過 程 を 所 属 で 説 明 で き る よ

う に し て お く こ と が 重 要 で あ る と 考 え ま す 。

以 上 の こ と か ら 、 規 則 及 び 「 高 知 県 契 約 規 則 の 施 行 に つ い

て 」 （ 依 命 通 達 ） に 基 づ き 、 各 所 属 に お い て 、 入 札 保 証 金 及 び

契 約 保 証 金 に 関 す る 事 務 手 続 き が 適 正 か つ 効 率 的 に 行 わ れ る よ

う 、 全 所 属 に 通 知 を 行 い ま す 。 あ わ せ て 、 会 計 事 務 の 実 務 研 修

や 「 会 計 管 理 局 だ よ り 」 に よ り 、 適 正 な 入 札 や 契 約 事 務 の ポ イ

ン ト の 周 知 や 、 好 事 例 の 紹 介 を 行 う と と も に 、 日 頃 の 支 出 審 査

や 会 計 検 査 等 を 通 じ て 指 導 し て い き ま す 。

内 部 統 制 に お い て は 、 今 回 の 行 政 監 査 に お い て 不 適 切 な 事 務

処 理 を 行 っ て い た こ と が 判 明 し た 所 属 に お い て は 、 同 様 の 誤 り



を 繰 り 返 す こ と が な い よ う 、 令 和 ３ 年 度 の 「 リ ス ク 評 価 シ ー

ト 」 で リ ス ク と し て 管 理 す る こ と と し ま す 。 ま た 、 令 和 ４ 年 度

の 内 部 統 制 に 向 け た 「 高 知 県 内 部 統 制 事 務 処 理 要 領 」 の 見 直 し

と あ わ せ て 、 「 リ ス ク 評 価 シ ー ト 」 の リ ス ク の 内 容 に 項 目 立 て

す る こ と を 検 討 し ま す 。

次 に 、 総 務 事 務 セ ン タ ー 及 び 管 財 課 に お い て 作 成 す る 入 札 参

加 資 格 者 名 簿 に 過 去 の 国 及 び 地 方 公 共 団 体 と の 契 約 実 績 を 付 加

す る こ と に つ い て は 、 次 の 理 由 に よ り 、 各 所 属 に お い て 契 約 時

に 過 去 ２ 年 間 の 契 約 実 績 を 相 手 方 に 確 認 し 、 規 則 第 40 条 第 ６

号 の 適 否 を 判 断 す る こ と が 適 当 で あ る と 考 え ま す 。

・ 入 札 参 加 資 格 の 要 件 と し て い な い 国 及 び 地 方 公 共 団 体 と

の 契 約 実 績 を 提 出 さ せ る こ と は 、 事 業 者 の 負 担 が 大 き い 。

・ 各 所 属 が 随 時 閲 覧 可 能 に す る た め に は 、 物 品 管 理 シ ス テ

ム の 改 修 や シ ス テ ム へ 膨 大 な 情 報 を 登 録 す る 作 業 が 必 要 と

な る 。

・ 入 札 参 加 資 格 の 申 請 は ３ 年 ご と に 行 わ れ る た め 、 各 所 属

に お け る 入 札 の 実 施 時 期 に よ っ て は 情 報 を 有 効 活 用 で き な

い 。

ま た 、 今 回 指 摘 の あ っ た ３ 件 の 清 掃 業 務 の 契 約 に 係 る 契 約 保

証 金 の 免 除 の 判 断 に 当 た っ て 規 則 第 40 条 第 ２ 号 を 適 用 し て い

た こ と に つ い て は 、 平 成 29 年 度 ま で は 同 条 第 ６ 号 を 適 用 し て

い た と こ ろ 、 平 成 30 年 度 及 び 令 和 元 年 度 は 、 担 当 者 が 解 釈 を

誤 り 同 条 第 ２ 号 を 適 用 し た も の で す 。

令 和 ２ 年 度 は 、 こ れ ら ３ 件 の 清 掃 業 務 の 契 約 に あ た り 、 同 条

第 ６ 号 に 該 当 す る と し て 契 約 保 証 金 を 免 除 し て い ま す が 、 規 則

第 40 条 第 ２ 号 の 適 用 の 判 断 に つ い て は 引 き 続 き 慎 重 に 行 い ま

す 。

３ 高 議 政 第 39 号

令 和 ３ 年 ６ 月 21 日

高 知 県 監 査 委 員 様

高 知 県 議 会 議 長

令 和 ２ 年 度 行 政 監 査 結 果 に 対 す る 措 置 に つ い て （ 通 知 ）

令 和 ３ 年 ３ 月 26 日 付 け ２ 高 監 報 第 16 号 で 報 告 の あ り ま し た 、

令 和 ２ 年 度 行 政 監 査 結 果 に 対 し て は 、 下 記 の と お り 措 置 を 講 じ ま

し た 。

記

１ 監 査 委 員 の 意 見

入 札 保 証 金 及 び 契 約 保 証 金 に 関 す る 事 務 の う ち 特 に 免 除 事 務

に つ い て は 、 監 査 し た 範 囲 に お い て 法 令 に 適 合 し て 正 確 に 行 わ

れ て い る と は 認 め ら れ な い の で 、 改 善 が 必 要 で あ る 。

各 機 関 に お い て は 、 法 令 に 沿 っ て 適 切 な 徴 収 、 免 除 及 び 返 還

事 務 が 行 わ れ る よ う 、 職 員 に 周 知 徹 底 す る と と も に 、 特 に 管 理

職 員 は 十 分 に 注 意 し て 決 裁 等 の 事 務 を 行 わ れ た い 。



保 証 金 免 除 に お い て は 、 入 札 参 加 資 格 者 名 簿 へ の 登 録 を も っ

て 免 除 要 件 と し て い た 不 適 切 な 事 例 が 多 く 見 ら れ た 。 会 計 管 理

課 に お い て は 、 入 札 参 加 資 格 者 名 簿 へ の 登 録 を も っ て 、 保 証 金

免 除 の 根 拠 と は な ら な い 旨 を 、 全 庁 に 周 知 徹 底 さ れ た い 。

免 除 要 件 で あ る 契 約 実 績 の 確 認 に つ い て は 、 実 際 に 確 認 を し

た か ど う か 書 面 上 で は 検 証 が で き な い も の が 多 数 あ り 、 さ ら に

は 同 一 の 機 関 の 中 で も 事 業 ご と に 確 認 方 法 や 書 類 の 添 付 状 況 が

異 な る 事 例 が 散 見 さ れ た 。

好 事 例 の 一 つ と し て 紹 介 す る が 、 公 園 下 水 道 課 の 「 高 知 県 流

域 下 水 道 公 営 企 業 会 計 シ ス テ ム 構 築 ・ 運 用 保 守 委 託 業 務 」 に つ

い て は 、 一 般 競 争 入 札 の 公 告 時 に 契 約 実 績 に 関 す る 書 類 の 様 式

も 定 め て 提 示 し て い た た め 、 入 札 参 加 者 の 契 約 実 績 を 容 易 に 確

認 す る こ と が で き る よ う に な っ て い た 。

今 回 の 監 査 を 行 う 過 程 で 、 他 県 の 動 向 に つ い て も 知 る 機 会 が

あ っ た が 、 和 歌 山 県 に お い て も 、 公 園 下 水 道 課 の よ う に 所 属 で

独 自 に 様 式 を 定 め 入 札 参 加 者 の 契 約 実 績 の 確 認 を し て い た 。

ま た 、 宮 城 県 に お い て は 、 契 約 担 当 者 が 入 札 保 証 金 及 び 契 約

保 証 金 の 免 除 申 請 書 を 定 め て 、 全 庁 で 活 用 し て い た 。

こ の よ う に 様 式 を 定 め る こ と は 、 事 務 処 理 の 正 確 性 や 効 率 性

に 資 す る も の で あ り 、 会 計 管 理 課 及 び 各 機 関 に お い て は 、 事 務

の 改 善 の 参 考 と さ れ た い 。

ま た 、 総 務 事 務 セ ン タ ー 及 び 管 財 課 に お い て は 、 作 成 し て い

る 入 札 参 加 資 格 者 名 簿 に 過 去 の 国 及 び 地 方 公 共 団 体 と の 契 約 実

績 を 付 加 し て 記 載 し 、 庁 内 各 機 関 が 随 時 閲 覧 す る こ と が で き る

よ う に す る こ と 等 も 検 討 さ れ た い 。

契 約 保 証 金 の 免 除 に つ い て は 、 免 除 事 務 の 監 査 結 果 で 述 べ た

よ う に 、 高 知 県 契 約 規 則 （ 昭 和 39 年 高 知 県 規 則 第 12 号 。 以 下

「 規 則 」 と い う 。 ） 第 40 条 第 ２ 号 の 「 そ の 他 こ れ に 類 す る 場

合 」 に つ い て も 、 即 納 に よ り 瞬 時 に 債 務 が 消 滅 す る 契 約 を 想 定

し て い る と 考 え ら れ る 。 「 そ の 他 こ れ に 類 す る 場 合 」 と し て 、

債 務 が 瞬 時 に 消 滅 し な い 契 約 を 適 用 し 免 除 し て い た ４ 件 の 契 約

に つ い て は 、 今 回 監 査 し た 他 機 関 の 免 除 規 定 の 適 用 状 況 等 か ら

見 て も 、 規 則 第 40 条 第 ６ 号 に よ る 免 除 の 検 討 を す る こ と が 望

ま し い と 考 え る 。

各 機 関 に お い て は 、 規 則 第 40 条 第 ２ 号 は 慎 重 に 適 用 さ れ た

い 。

２ 措 置 の 内 容

議 会 事 務 局 に お い て は 、 ４ つ の 委 員 会 が 同 時 期 に 県 内 出 先 機

関 等 調 査 を 行 う 場 合 に 、 バ ス の 手 配 等 を 一 括 し て 行 え る よ う 、

委 員 会 調 査 等 出 張 業 務 委 託 と し て 指 名 競 争 入 札 に よ る 発 注 を 行

っ て い ま す 。

契 約 の 相 手 方 か ら は 規 則 第 39 条 に よ り 契 約 保 証 金 を 納 め さ

せ る こ と と な っ て い ま す が 、 規 則 第 40 条 各 号 に 該 当 す る 場 合

は 免 除 で き る こ と と な っ て お り 、 今 回 指 摘 の あ っ た 委 員 会 調 査



等 出 張 業 務 委 託 に つ い て は 、 平 成 19 年 度 に 同 業 務 が 外 部 委 託

に 変 更 さ れ た 際 に 担 当 者 が 解 釈 を 誤 り 同 条 第 ２ 号 を 適 用 し た 処

理 を 継 続 し て き た も の で す 。 今 後 は 指 名 業 者 に お け る 国 や 地 方

公 共 団 体 と の 過 去 ２ 年 間 の 契 約 実 績 の 確 認 を 行 い 、 規 則 第 40

条 第 ６ 号 に よ り 免 除 の 適 否 を 判 断 す る こ と と し ま し た 。

こ れ に よ り 、 令 和 ３ 年 度 の 委 員 会 調 査 等 出 張 業 務 委 託 の 入 札

に お い て は 、 国 や 地 方 公 共 団 体 と の 過 去 ２ 年 間 の 契 約 実 績 を 記

入 す る 様 式 を 定 め 、 所 属 に て 過 去 ２ 年 間 に お け る 県 と の 同 種 の

業 務 の 契 約 実 績 が 確 認 で き な い 場 合 に は 、 事 前 に 事 業 者 が 提 出

し た 書 類 を 確 認 す る こ と で 、 契 約 保 証 金 の 免 除 の 適 否 を 判 断 す

る こ と と し ま す 。


